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　大学卒業後、就職先から内定は出たものの就労ビザが出ない・・・、清掃のアルバ

イトをしていたビル内の店舗が摘発され、自分も拘束されてしまった・・、近所に放イトをしていたビル内の店舗が摘発され、自分も拘束されてしまった・・、近所に放

置され続けていた自転車にちょっと乗ってみたところ警察官に呼び止められた・・、

交通事故に遭ったけど加害者の対応があまりにも悪い・・・。

　そんな問題が突如として留学生の身に起こったらどう対処するだろう。すぐに連絡

がとれて知識も豊富な信頼できる相談者は周りにいるだろうか？

　こうしたビザや法律が絡むトラブルが発生した場合、最も頼りになるのが弁護士や

行政書士と呼ばれる専門家の先生だ。私達からすれば一見縁遠い職業のようにも思え

るが、彼らの助けを上手に借りれば、人生をも左右しかねない大問題を解決できたり、

またはより良い方向に導いてくれるかもしれないのだ。

　とはいえ、どんなことなら依頼できるのか、いくら費用がかかるのかなど、わから

ないことだらけではとても不安で相談などできそうにない。また電話帳には数えきれ

ないほどの弁護士や行政書士事務所が掲載されており、何らかのコネクションでもな

い限り、果たしてどの先生にお願いすればいいのか、見当をつけるのも難しいだろう。

同じ問題でも依頼した先生によってはその結果が悪いほうに出てしまう可能性もある

わけで、このあたりは重病人が信頼できるドクターを探すのに似ていると言ってもい

いかもしれない。

　そこで今回は外国人関連案件に真正面から取り組む４人の先生方に、頼れる専門家

の探し方、さらにはその利用の実際についてを伺った。

ビザが降りない・・・

犯罪に巻き込まれた・・・

事故に遭ってしまった・・・

さて、
どうしよう･･
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●弁護士か行政書士か
　一般的に難しい案件や、対国家権力につい
ては間違いなく弁護士がいいでしょう。また
刑事事件や裁判関係は弁護士でないとできま
せん。弁護士は料金が一般に高いと言われて
いますが、いろいろな法律問題が絡む案件で
複数の資格を使わなくてはいけないケース、
例えば会社を設立してビザのことまで全て
面倒を見てほしいといった場合や、日本人の
夫が死亡した際の相続問題などで、税金問題
やビザのことなどが絡んでくる場合というの
は、行政書士の他に司法書士や税理士などを
使う必要も出ますから、結果的には一人の弁
護士に依頼した方が安く済みます。

●依頼されても難しいというケースは
　例えば不法滞在していた方から「日本人と

養子縁組をしてビザが取りたい」といったも
のや「会社で工場長になったからビザが取り
たい」という相談がありますが、これらはど
のビザのカテゴリーにも当てはまらないの
でやっても無駄です。養子縁組の場合は養子
が未成年者なら可能性はありますが、大人に
なっていては不可能ですね。
　資格変更などでは、日本語学校生が大学や
専門学校に受かったが、出席率が足りないた
めビザが出ないという場合。これはなぜ出席
率が低いのかを合理的に説明できれば可能性
はあります。入院していた、交通事故に遭っ
たということが証明できればおそらくうまく
いきますが、明らかにさぼっていたものを何
とかしろというのは無理です。
　弁護士のような専門家を使ってできること
というのは、「許可が正しいものを許可にす
る」ということです。本来なら許可すべきも
のが不許可になった、これを専門家を使って
許可に直すということです。あとはボーダー
ラインのケースで、人によって判断が異なる
ような難しい事案。これは専門家を使うこと
に意味がありますね。また、人道的な問題で
誰が聞いても「それはひどいじゃないか」と
いうケースも弁護士を使うことに意味がある
と言えるでしょう。

●良い弁護士の選び方
　最近「何人かの弁護士、行政書士に話を聞

いて、一番安い人に頼みます」という人がい

ましたが、これは最悪な方法です。吹っかけ

る人がいないとは言いませんが、一般に値段

というのはサービスを反映していますから、

それ相応という傾向はどうしてもあるわけで

す。誰がやっても変わらないような案件であ

れば、安いものを選ぶというのも合理的かも

しれませんが、ある程度難しいものをやって

もらおうというのであれば、値段を基準にす

るべきではありません。

　次に基準にしてはいけないのは「私は経験

Kensuke  OhnukiKensuke  Ohnuki

大貫憲介 ●弁護士

クライアントのおよそ９割が外国人だという大貫弁
護士。なぜ外国人なのかという質問には次ように答
えてくれた。「一言で言うと、日本をいい社会にした
いということです。人権侵害の無い社会というのか
な。外国人はなんといっても一番の弱者ですし、日
本人だったら、ありえないこともおこりますから。
そういうところで仕事をしていきたいんです。」

さつき法律事務所
〒１６２－０８２４東京都新宿区揚場町２番１６号 
第２東文堂ビル３階
Tel : 03-5261-8291　Fax : 03-5261-8303
Ｅメール satsukih ＠ xd5.so-net.ne.jp
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があって、能力があって、これだけ今まで成

功している」とか、「入管に親しい人がいる」
という、本人の口上です。多くの場合誇張が
あったり、ひどい人だとかなり嘘がまざって
います。普段弁護士の世界と付き合いの無い
人はこういう口上に騙されやすい。
　じゃあどうやって、良い弁護士を選ぶのか
ということになりますが、理想としては同じ
ような問題を抱えた人が、どこかの弁護士に
頼んで、その結果うまくいったのならその弁
護士を紹介してもらうというのが一番です。
たまたまその１件がうまくいっただけかもし
れませんが、それは嘘をつかれる可能性より
低いでしょう。
　そうした紹介者が周りにいない場合は、各
地域の弁護士会に聞くべきです。弁護士会で
やっている無料相談会などがあり、外国人向
けのもいくつかあります。そこに相談に行き、
紹介してもらう。また弁護士会のスタッフに
聞いてもだいたいのことは教えてくれます。
弁護士会のスタッフや担当弁護士の推薦であ
れば、その情報の方が本人の口上よりは正確
なはずです。

●費用はどのくらいかかるのか
　正当な理由でビザを申請する場合ですが、

うちは一律40万円です。その他簡単な事案で、

40万円をもらうにはあまりに仕事の中身が伴

わないということであれば、行政書士を紹介

するでしょうね。

　また、例えばアルバイトなどをしていて、

資格外活動違反で捕まってしまった場合、入

管との交渉だけなら、30 万～ 40 万円、裁判

までやるとしたら、150 万～ 160 万円といっ

たところでしょうか。

　それと値引き交渉はしてもあまり意味ない

ですね。僕自身、値引き交渉をされて多少引

くことはありますが、一般的なことを言うと、

弁護士相手に値引き交渉をしても損をするだ

けです。例えば 40万だとというのを 30万に

して下さいと粘って、結果そうなったとして
もそれは仕事の質が落ちるだけです。吹っか
けられていると感じるのであれば、最初から
依頼しない方がいい。
　また、もし料金に納得できないところがあ
るのであれば、どんなことをしてくれるのか、
仕事の中身をきちんと聞くことですね。聞い
て判断できなかったら類似のケースの書類を
見せてもらう。紙に残っているものが全てで
はありませんが、報告書１本にしても、こう
いうものを作るんだということがわかる。

●刑事事件などにおける依頼のタイミングは
　早ければ早い方が傷は浅くて済みます。警
察に捕まった段階で弁護士を呼べば、送検さ
れずに済む可能性がある。送検された後であ
れば起訴されない可能性がある。いったん起
訴されてしまうと無罪というのはなかなか難
しい。送検、起訴されなければビザには影響
しませんから、これは日本に残りたい場合は
後々大きな違いになります。

●メッセージは
　どんな事案であれ難しいと思われることは

迷わず弁護士に依頼した方がいいでしょう。

ビザも一度不許可をもらってしまうと２度目

３度目では最終的に取れる確率が低くなって

しまいますから。

各国語で書かれた「さつき弁護士事務所」の看板。実際
にそれぞれの言語に対応できるスタッフが揃っている




